
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

○ ○

①公共調達委員会（事前審査）
＜競争入札、随意契約共通の取組＞
○厚生労働省独自の取組である「公共調達委員会」において、調達手続き開始前に所要の改善・
指導を行い、一者応札の改善及び調達手続きの適正性確保を図る。なお、調達手続きを進める
ためには、公共調達委員会の審査・承認を経なければならないとすることで、実行性を担保する。

＜競争入札における取組＞
○調達分野を問わず、次回の調達の際に前回の調達結果を報告させる。前回の調達が一者応
札であった案件は、チェックリストに基づき、調達要求部局において一者応札の要因分析、対応
方針を検討した上で、同委員会で更なる課題等がないかを含め審査を行うことにより、一者応札
の更なる改善を図る。
○調達分野別の取組として、特に「情報システム」及び「その他役務」の一者応札の改善に注力す
る。

＜随意契約における取組＞
○調達分野を問わず、随意契約理由の精査及び価格の妥当性の審査を行い、競争入札への移
行又は契約金額の削減を図る。
○調達分野別の取組として、高額な「物品等製造・購入」を随意契約によっている実態があること
から、随意契約理由、数量及び単価に係る妥当性の審査を強化する。

○公共調達委員会の審査対象案
件は、全契約金額（少額随契を除
く）の９割を占めており、従来にお
いても、本委員会による調達改善
の効果が顕著であるため。
○表５の分析により、一者応札の
多くが「情報システム」及び「その
他役務」であるため。
○表３及び４の分析により、高額
な「物品等製造・購入」を随意契
約により調達している傾向がある
ため。

A＋ H21

○前回一者応札であった全ての調達につ
いて、一者応札からの改善を図る。
○情報システム及びその他役務につい
て、一者応札件数・金額を改善する。
○契約相手方が一者に限られると認めら
れるか等について、随意契約の審査を厳
格化する。

Ｒ９年３月ま
で

○ ○

②公共調達中央監視委員会（事後審査）
＜競争入札、随意契約共通の取組＞
○公共調達中央監視委員会において、調達後に事後審査を行い、同委員会の意見及び提言を
次回の調達に反映させる。
○公共調達委員会において改善措置を講ずることが指摘された案件については、当該委員会で
の指摘事項等が調達結果にどのように反映されたかを含め、公共調達中央監視委員会で審査を
行う。
○特に、公共調達中央監視委員会の意見及び提言を体系的に整理して共有することで、他の調
達の改善を図り、厚生労働省全体の調達の質の向上を図る。

○事後審査の結果を次回又は他
の調達に反映させることは、調達
改善におけるＰＤＣＡサイクルに
おいて肝要であるため、重要な取
組として位置づける。 A＋ H19

○指摘事項を次回又は他の調達に反映さ
せることにより、厚生労働省全体の調達コ
ストの改善、適切性の確保及び質の向上
を図る。

Ｒ９年３月ま
で

○ ○

③会計監査及び会計指導
＜競争入札、随意契約共通の取組＞
○調達担当職員の調達改善に向けた意識改革を図るため、公共調達委員会の審査対象外の調
達についても、個別に調達指導を行う。
○前年度に実施した監査及び指導結果についてフォローアップを行う。

＜競争入札における取組＞
○一者応札等となった調達案件については、その内容や契約の相手方となり得る地域での経済
活動の状況などについて点検・要因分析を行った上で、複数入札が見込まれるように調達方法の
工夫、調達内容、仕様等の改善を指導する。
○連続して２回以上一者応札等となったものについて等級拡大を行うよう指導する。
○調達案件の入札説明書を受け取った業者に対してアンケート等を実施し、要因を分析・把握す
るよう指導する。

＜随意契約における取組＞
○随意契約については、随意契約理由の妥当性及び計画的な調達による一括調達の可否など
を点検し、可能な限り一般競争入札への移行を指導する。

○調達改善のためには、調達の
適正性の確保及び一者応札等の
改善に向けた取組の定着を図る
ことが重要であり、会計監査及び
指導を活用することは非常に有
益であるため。

A＋ H23

○会計監査及び指導により、調達担当職
員の調達改善に向けた意識改革を図る。
○一者応札等については、前回一者応札
等の案件については次回複数応札等へ改
善を図るよう指導する。
○随意契約については、可能な限り一般
競争入札への移行を図るよう指導する。

Ｒ９年３月ま
で

○ ２．企画競争の原則禁止

○企画競争によることが真に適切かつやむを得ないと言えるか慎重に検討の上、限定的に行う。
○企画競争により特定の事業者を選定したときは、必ず契約金額の内訳を書面で提出させ、将来
的に一般競争入札へ移行した際に適正な価格設定ができるよう努める等、経済性の確保を徹底
する。
○研究開発、調査、広報の業務委託については、一般競争入札（総合評価落札方式）によること
とし、新規の事業など、入札のための仕様が確定していないことを理由として企画競争は認めな
い。
○行政補助的な業務（国際会議の運営業務や研修実施事業等）については、新規の事業を除
き、企画競争は認めない。
○企画競争の実施にあたってのルールに基づき、チェックリストを活用し、引き続き、公共調達の
適正化を図る。

○企画競争は、価格競争が行わ
れない随意契約であることを踏ま
えて限定的に行う必要があり、重
要な取組として位置づけるもの。

A＋ －

○調達は原則として価格競争によることと
し、企画競争は極めて限定的に実施され
るよう、省内の取扱いを徹底する。

Ｒ９年３月ま
で

○ ○
３．調達事務のデジタル

化の推進

a.　政府電子調達システムの利用促進
○競争性、公正性、透明性等を確保しつつ、調達事務の効率化や事業者の負担軽減に資するた
め、原則全ての一般競争入札案件を対象に、電子調達システムを利用した調達事務（電子入札
及び電子契約）を実施する。
○令和８年度においては前年度の電子入札・電子契約率を上回り、令和９年度までに電子入札
率80％、電子契約率50％を達成するよう取り組む。
○原則として、全ての入札公告を電子調達システムにて実施することとし、落札者が電子応札者
であった場合は電子契約を締結し、紙応札者であった場合は電子応札を促す。

b.　調達事務の効率化・簡素化（ＡＩ、ＲＰＡ等の活用）
○調達業務におけるＡＩ等の活用について、会計事務の効率化に関する組織を設置し、政府全体
の会計ＤＸと連携しながら仕様書分析等での活用を検討。

官民双方の調達事務における負
担軽減や効率化を図る上で、調
達事務のデジタル化による効果
が大きいため。

A＋
a：H28
b：R8

○電子入札、電子契約等に取り組み、調
達事務のデジタル化を推進する。
○会計事務の効率化を推進する。

Ｒ９年３月ま
で

１．調達改善に向けた審
査・管理の充実

令和８年度の調達改善計画

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度

※１
取組の

開始年度

取組の目標

※１　難易度

A＋：効果的な取組
A　：発展的な取組
B　：標準的な取組

●電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりとする（「政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議専門部会（第63回）及びシステム設計ＷＧ（第84回会合）」
（令和７年10月30日デジタル庁)。
電子入札率＝電子入札実施案件数÷開札案件数
・電子入札実施案件数：開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が少なくとも1社存在する開札案件数。（随意契約は含まず。）
・開札案件数：調達実施申請が完了し、入札対象となった案件のうち、電子調達システムにおいて開札が執行された案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（入札案件）＝（電子契約案件数（入札案件）＋請書省略案件数（入札案件））÷開札案件数
・電子契約案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「契約書」または「請書」を、「電子」で実施した案件数。（随意契約は含まず。）
・請書省略案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（全案件）＝（電子契約案件数＋請書省略案件数＋少額物品調達案件件数）÷（調達実施申請件数＋少額物品調達案件数）
・請書省略案件数：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。
・少額物品調達案件数：少額物品調達業務において契約締結済となった案件数。
・調達実施申請件数：調達実施案件登録で調達実施申請案件を作成し、決裁まで完了した案件数。（一時保存状態の案件数は含まず。）
※電子契約率（全案件）は、電子調達システムに登録せず、入札から契約までが紙のみで完了する案件は対象外であり、GEPS（少額物品調達業務も含む）を用いて契約した案件
が対象である。
※年度をまたいで入開札・契約が行われる案件がある際などに、電子入札率・電子契約率が100%を超える場合がある。（例：3月に入札公示、4月に開札の案件）

様式１



継続

継続

継続

継続

継続
＜クレジットカード決済＞
　コスト削減のため、引き続き、ＥＴＣカードを活用した高速料金の
支払い、水道料金のクレジットカード決済を実施する。

＜庁費関係のうち、汎用的な物品・役務の共同調達（本省分）＞
　予算執行の効率化の要請の強い庁費関係のうち、汎用的な備
品費、消耗品費及び雑役務費について、共同調達を実施し、対
象品目については、以下の７品目で行うこととし、コスト削減や効
率化を図る。
①事務用消耗品等 （コピー用紙含む）②蛍光灯 ③新聞切り抜き
④配送 ⑤トイレットペーパー  ⑥災害備蓄用品 ⑦ガソリン

＜成果物の確認＞
　検査職員による成果物の検査に当たり、契約の内容に応じて検
査を行うことに加え、事業担当部局の課室長等管理監督者によ
る納品確認を行うことにより、履行の確実性を担保する。

その他の取組
調達改善計画

具体的な取組内容
新規
継続
区分

＜調達担当職員の意識改革・能力向上＞
　調達担当職員を対象に、専門家の講師を招いて、入札や企画
競争等の適正な実施を徹底するために職員研修を実施する。
　また、会計法令の遵守及び会計事務に関する必要な知識の習
得のため、本省において契約に携わる全ての監督・検査職員に
対する実務研修を実施する。

＜契約に反する再委託の防止＞
　適正な履行の確保を図る観点から、原則、履行開始時に監督
職員等による立入調査を実施し、契約に反する再委託等が行わ
れていないか確認を行う。

様式２


